
主文
１　被告らは，原告に対し，連帯して２０３８万３２４７円及びこれに対する平成
１１年１０月６日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。
２　訴訟費用は被告らの負担とする。
３　この判決は，仮に執行することができる。
　　　              事実及び理由
第１　請求
　　主文同旨
第２　事案の概要
　本件は，コンビニエンスストアのフランチャイズ加盟契約のフランチャイザーで
ある原告が，同契約のフランチャイジーである被告Ａ株式会社（以下「被告Ａ」と
いう。）が同契約を解約したとして，被告Ａに対し同契約解約に伴う精算金とし
て，被告Ａの債務を連帯保証した被告Ｂ及び被告Ｃに対しては連帯保証債務の履行
として，連帯して２０３８万３２４７円及びこれに対するフランチャイズ加盟契約
解約の日の翌日から支払済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延損害金を支
払うことを求めた事案である。
　１　争いのない事実等
・　原告は，酒類，食料品，日用雑貨，雑誌の販売，経営コンサルタント業務の受
託などを営業目的とする株式会社であり，中部圏においてＤという名称のコンビニ
エンスストアのフランチャイズ契約をフランチャイズ加盟者との間で締結してい
る。
・　被告Ａは，宅地建物取引業，不動産の売買及び賃貸借及び管理等を目的とする
株式会社であり，東海地方を中心に映画館，パチンコ店，ゲームセンター，飲食
店，カラオケ店等からなる「Ｅ」という名称の複合型娯楽施設を経営する「Ｆ」の
グループ企業の１つである（弁論の全趣旨）。
・　原告は，被告Ａと平成９年５月２０日にＤ加盟基本契約（以下「本件加盟基本
契約」という。）を締結し（甲１），被告Ａは，平成９年６月２０日，愛知県安城
市に「Ｇ安城店」を開業した。
・　被告Ｂ及び被告Ｃは，原告と被告Ａとの間に交わされた本件加盟店基本契約に
ついて被告Ａが負う債務について連帯保証する旨の連帯保証契約（以下「本件各連
帯保証契約」という。）を，原告との間でそれぞれ締結した。
・　被告Ａは，平成１１年９月２８日，原告に対し，Ｇ安城店を閉店したい旨を申
し入れた。
・　本件加盟基本契約第５１条１項において，開業後５か年以内に被告Ａが同契約
を解約したときは被告Ａは原告に金３００万円を支払わなければならない旨や，同
条２項において，原告が設置した設備・什器の取り外し費用，運搬費用及び契約期
間満了までに支払われるべき設備・什器レンタル料の残存合計額は，解約を申し出
た者が負担しなければならない旨が定められている。
・　原告は，被告Ａに対し，同年１０月５日送達による書面により，本件加盟基本
契約解約に伴う清算金額２１８５万６２６２円の支払を催告した。
・　被告Ａは，原告に対し，平成１１年１０月２１日付けの書面により，安城店の
閉鎖に伴い原告が被告Ａに貸し渡している設備・什器を引き取るよう通知した。原
告は被告Ａに対し，上記什器備品の引き取りについて連絡をし，被告Ａは原告に対
し，レンタル物件を含む上記什器備品類を返却した。
　２　争点
・　被告Ａは原告に対し，本件加盟基本契約の解約を申し入れたか。
（原告の主張）
　　原告は，平成１１年９月２８日，被告Ａから，安城店を閉店したいとの申入れ
と共に本件加盟基本契約の解約の通知を受けた。
（被告らの主張）
　　否認する。
・　被告Ａの本件加盟基本契約解約に伴う清算金
（原告の主張）
　　被告による本件加盟基本契約の途中解約に伴う残存レンタル期間は５７か月で
あり，１か月のレンタル料金は２９万４０００円（消費税を含む。）である。ま
た，本件加盟基本契約第５１条に基づく途中解約金は３００万円，同契約第５８条
に基づく閉店手数料は１０万円である。さらに，平成１１年９月３０日時点の原告
と被告Ａ間における本件加盟基本契約第５９条に基づく現金決済勘定を締めると，



被告Ａは原告に対し，金５２万５２４７円を支払うべきこととなる。よって，被告
Ａは原告に対し，本件加盟基本契約解約に伴う清算金として，２０３８万３２４７
円を支払う義務がある。
（被告らの主張）
　　否認し，争う。
・　本件加盟基本契約及び本件各連帯保証契約（以下「本件各契約」とい
　う。）の締結について，被告らに法律行為の要素の錯誤があるか。  
（被告らの主張）
　ア　本件各契約締結について，被告Ａ，被告Ｂ，被告Ｃは，いずれも以下の点に
ついて意思表示に要素の錯誤があった。
（ア）ａ 被告らは，被告Ａが原告と本件加盟基本契約を結びタイムズマート
　　　　のフランチャイズに加盟すれば酒類の外販が可能な酒類販売業免許が取得
でき，上記の酒類販売業免許を取得すれば，Ｇ安城店は，原告の親会社であるＨ株
式会社（以下「Ｈ」という。）から，Ｆが経営するパチンコ店，飲食店等の各店舗
（以下「Ｆの各店舗」という。）が従前仕入れていた酒類の仕入先からの仕入価格
よりも安い価格で酒類を仕入れることができると共に，その酒類をＦの各店舗に販
売（外販）することができ，それによりＧ安城店及びＦに大きな利益が上がると信
じていた。
ｂ　しかし，酒類販売業免許に関しては，原告の当初の説明とは異なり，Ｇ安城店
では酒類の外販が可能な酒類販売業免許を取得することができず，取得できたのは
店頭販売に限って酒類の販売が可能な免許であった。
　また，Ｈからの酒類の仕入価格も，原告の当初の説明とは異なり，Ｆの各店舗が
従来の仕入先から仕入れていた酒類の仕入価格よりも高かった。
　この結果，Ｇ安城店においては，Ｈから酒類を安く仕入れてこれをＦの各店舗に
販売（外販）することにより大きな利益を上げるという当初の目的を達成すること
が全くできなかった。
（イ）ａ 被告らは，Ｇ安城店は，酒類の外販による利益を別にしても，コンビニエ
ンスストアとして確実に利益が出る店舗であると信じていた。
 ｂ しかし，Ｇ安城店は，原告の当初の説明とは異なって，開店以後ずっと赤字で
あり，平成９年６月２０日の開店から営業を休止した同１１年５月までの間の累積
赤字は，１７０２万３３２３円にも上がった。
　イ　被告らは，上記ア・ａ及び・ａの内容が真実であると信じたからこそ，
本件各契約を締結したのであり，本件各契約締結に関する被告らのこれら動機につ
いては，以下のとおり原告に表示されている。
 （ア） 原告の従業員であったＩは，平成８年秋ごろ，２度にわたってＦの本
社である株式会社Ｊを訪れて原告のフランチャイズへの加盟を勧誘した際，株式会
社Ｊの代表取締役でありＦの代表である被告Ｂ及び株式会社Ｊの取締役Ｋに対し，
次のような説明をした。
　すなわち，Ｉは，Ｄのフランチャイズに加盟すれば酒類の外販が可能な酒類販売
業免許が取れること，原告の親会社であるＨは酒類の卸売りを業とする会社であ
り，上記酒類販売業免許を取れば，当該フランチャイズ店（後のＧ安城店）は，Ｈ
から酒類を安く仕入れてＦの各店舗に販売（外販）することができ，それにより大
きな利益が上がること，さらに，Ｄは他のコンビニとは違って酒類の販売が出来る
コンビニエンスストアであることなどから，当該フランチャイズ店は，酒類の外販
による利益を別としても，コンビニエンスストアとして十分な利益が出る店舗であ
ることを説明した。
　このため，被告Ｂは，Ｉの上記説明を信用し，「それならやろうか」とＩに伝
え，原告のフランチャイズに加盟する方向で話を進めていったのである。
　　  （イ）その後，原告及びＦは，原告のフランチャイズへは，Ｆのグループ企
業の１つである被告Ａが加盟してフランチャイズ店の経営を行うこと，フランチャ
イズ店は安城のＥ内に設置することなどの方針を固め，本件加盟基本契約の締結及
びＧ安城店の開店に向けて準備を進めていった。　同準備には，原告側担当者とし
て原告従業員Ｌが，Ｆ側担当者としては主として被告Ａの取締役であり株式会社Ｊ
の常務取締役である被告Ｃ及び前記Ｋが当たった。
　なお，被告Ｃは，上記・のＩが被告Ｂらに説明した内容を被告Ｂ及び
Ｋから聞いており，それが真実であると信じて本件加盟基本契約の締結に向けて準
備に当たっていた。
　この準備の中で，Ｌは，被告Ｃに対し，原告はＨの１００パーセント子会社なの



で親会社を使って酒を安く仕入れさせるという説明や，Ｄは酒を扱うコンビニエン
スストアなので通常のコンビニエンスストアと違って利益が出るという説明をし
た。
　これらの説明は，上記・のＩの勧誘当初の説明と合致するものであ
り，被告らは，「被告Ａが原告と本件加盟基本契約を結びＤのフランチャイズに加
盟すれば酒類の外販が可能な酒類販売業免許が取得でき，上記の酒類販売業免許を
取得すれば，Ｇ安城店は，原告の親会社であるＨから酒類を安く仕入れてＦの各店
舗に酒類を販売（外販）することができ，それによりＦに大きな利益が上がるこ
と」「Ｇ安城店は，酒類の外販による利益を別にしても，コンビニエンスストアと
して確実に利益が出る店舗であること」を間違いないものと思った。
　また，平成９年３月には，被告らは，原告から店舗利益試算表（乙３，以下「利
益試算表」という。）等を渡された。この利益試算表によれば，Ｇ安城店において
は，初年度に８４６万円，２年度に１２９９万円，３年度に１５７６万円の利益が
出るということであり，これもＧ安城店はコンビニエンスストアとして十分利益が
出るという原告の説明に合致するものであった。
　  　(ウ)　上記のような経緯を経て，平成９年５月２０日，原告及び被告らは本
件各契約を締結することとなったが，この契約締結の際，被告Ｃは，Ｌに対し，酒
類の外販の点についても契約書に記載が入れられないかということを話した。これ
に対してＬは，契約書は形式上同じものでやっているので変えられないが，酒のこ
とに関しては分かっている，Ｆの要望は必ず実行する旨答え，酒類の外販の点につ
いては口約束ということになった。
　　 （エ） 上記のような経緯により，被告Ａは原告との間で本件加盟基本契約を
　　　　　締結し，被告Ｂ及び被告Ｃは原告との間で本件各連帯保証契約をそれぞ
れ締結したものであって，被告らがなぜ本件各契約を締結することになったか，そ
の動機は十分原告に表示されており，原告もそのことは熟知していたものである。
（原告の主張）
　ア　被告らが，Ｇ安城店が，酒類の外販による利益を別にしても，コンビニエン
スストアとして確実に利益が出る店舗であると信じて本件各契約を締結したという
点については，不知。
　　　被告らがこのことを原告に対して表示したという点は否認する。被告らは原
告に対し，これらの動機の表示をしていない。
　　　また，契約締結の採算性について，被告らは原告から提供された資料やコン
ビニエンスストア経営の経験，Ｇ安城店の立地条件，Ｇ安城店を開設するについて
の経費などを検討して，契約するか否かを独自に決断したものであり，Ｇ安城店が
現実には赤字となったとしても，それは被告らの努力不足による単なる見込み違い
に過ぎないものであり，被告らの主張する上記事情は，法律行為の要素の錯誤と言
えるものでもない。
　イ　被告らが，被告Ａが原告と本件加盟基本契約を結びＤのフランチャイズに加
盟すれば酒類の外販が可能な酒類販売業免許が取得でき，上記の酒類販売業免許を
取得すれば，Ｇ安城店は，原告の親会社であるＨから酒類を安く仕入れてＦの各店
舗に酒類を販売（外販）することができ，それによりＧ安城店及びＦに大きな利益
が上がると信じて本件各契約を締結したという点については，否認する。被告らに
はそのような錯誤は存在しない。被告Ａにおける酒類免許の申請は，本件加盟基本
契約締結以前に管轄の税務署へなされており，被告Ａの取締役会においても酒類販
売業免許申請の件が取り上げられ承認されているのであって，Ｇ安城店が取得する
酒類販売業の免許が店頭販売に限定されたものであることは，本件加盟基本契約等
を締結する以前から
，被告らは承知していた。
　被告らＦの目論見は，Ｇ安城店において酒類の店頭販売免許を取得し，そこで地
域に密着したコンビニエンスストア事業を行い，Ｄのコンビニエンスストアを安城
Ｅ以外のＥにおいても開店すること，酒類の外販免許についてはＧ安城店以外の他
の地域の店舗で取得することであったのであり，この目論見は，Ｆが経営する半田
市内の店舗が酒類の外販免許を取得することで実現されている。上記の被告らの目
論見に沿って本件加盟基本契約は締結されたのであるから，被告らにとって，Ｇ安
城店における酒類販売業免許は店頭販売に限定された免許でよかったのであり，取
得できる酒類販売業免許が店頭販売に限定された免許であるか外販のできる免許で
あるかは，本件加盟基本契約等の締結において主要な契約の要素ではなかった。
　被告らが，原告従業員のＩ，Ｌらに対し，酒類の外販が可能な酒類販売業免許が



取得できること等を信じて本件各契約を締結する旨の動機の表示をしていたという
点は，否認する。被告Ｂが，Ｉに対して，「それならやろうか」と言ったことや，
被告Ｃが，平成９年５月２０日に，Ｌに対し，酒類の外販の点についても契約書に
記載が入れられないかということを話したことはない。
・　被告らには，本件各契約の締結に関して錯誤に陥ったことに重大な過失がある
か。  
（原告の主張）
　ア　被告らは，Ｇ安城店の採算性について独自に何らの調査及び検討をしていな
い。すなわち，被告らは，Ｇ安城店の立地条件，競合するコンビニエンスストアが
あるか否か，酒類を販売することのメリット等を全く調査しておらず，原告が作成
した被告らに示した利益試算表に，同試算表に記載されていない被告Ａ独自の経費
（被告らにおいて承知している家賃や店長の給与等）を加えて試算をした上で利益
が出るか否かを検討することもしていない。また，Ｇ安城店のようなアミューズメ
ント施設内の２４時間営業のコンビニエンスストアは，原告としても初めて出店す
る形態の店舗であったことから，既存の原告のフランチャイズ加盟店を前提とした
原告の利益や売上げの試算が，Ｇ安城店にも当てはまるか否かについては，被告ら
において，原告に加
盟店の実情について質問をしたり，Ｅが各地にあることを生かして自ら調査するな
どして検討すべきであった。しかるに，被告らは，これらの調査，検討を全くせ
ず，安易に利益が出ると思っていたものである。
　　　よって，仮に，被告らが，Ｇ安城店が，酒類の外販による利益を別にしても
コンビニエンスストアとして確実に利益が出る店舗であると信じたとしても，その
ことについて被告らには重大な過失がある。
　イ　被告らは，酒類の外販について，Ｆの各店舗は従来いくらで酒類を仕入れて
いるのか，Ｈから仕入れればいくらで仕入れられるのか，酒類の仕入れ，配送の際
の運送方法はどうするのか等を，全く調査していない。また，被告Ａにおいて申請
し取得する酒類販売業免許が，どのような内容の免許であるのかは，被告らにおい
て申請を依頼した税理士に確認をしたり，税務署に対し確認をしたり，免許の申請
用紙に被告Ａが記名捺印をする際にその申請内容を見れば，被告らにおいて容易に
分かることであった。さらに，被告Ａは，酒類販売業免許を申請するに当たって，
取締役会を開き，これを承認する決定もしている。
　　　よって，仮に，被告らが，被告Ａが原告と本件加盟基本契約を結び原告のフ
ランチャイズに加盟すれば酒類の外販が可能な酒類販売業免許が取得でき，上記の
酒類販売業免許を取得すれば，Ｇ安城店は，酒類を原告の親会社であるＨから安く
仕入れてＦの各店舗に外販することができ，それによりＧ安城店及びＦに大きな利
益が上がると信じていたとしても，そのように信じたことについて被告らには重大
な過失がある。
（被告らの主張）
　ア　家賃，店長の給与，Ｎに対する顧問料等，被告Ａ独自の経費を経費に含めて
試算しても，原告が提示した利益試算表に準拠すれば，Ｇ安城店においては，開店
の初年度は利益が出るか否かは微妙なところであるが，少なくとも開店２年目以降
は十分な利益が出るはずであった。
　　　被告らは，以前にＭのフランチャイズに加盟してコンビニエンスストアを経
営したことはあるが，あくまでフランチャイジーとしての営業経験であり，コンビ
ニエンスストアのフランチャイザーである原告が有している蓄積されたノウハウや
情報，立地調査能力などはなく，Ｇ安城店がどの程度の売上げや利益を上げること
ができるかについては，原告の試算する予測に頼る他なかった。
　　　しかるに，Ｇ安城店が開店から閉店まで大幅な赤字が続いたのは，原告が被
告らに提示したＧ安城店の売上予測が，現実とかけ離れて低かったことに起因して
いる。
　　　よって，被告らには，Ｇ安城店がコンビニエンスストアとして確実に利益が
出る店舗であると信じたことについて，重大な過失はない。　
　イ　Ｇ安城店からＦの各店舗に酒類が外販できることについては，平成８年の秋
ごろ，原告従業員のＩ及びＬが被告らに出店を勧誘した際，それが可能となる免許
が取れるかどうかを被告らは原告従業員に対し何度も確認しており，Ｈからの仕入
価格についても，Ｈが酒類の卸売業者であることからＦ各店舗の従来の仕入先から
よりも安い卸売価格で仕入れることができるという点は，原告及び被告らにおいて
当然の前提としていた。　　　　　ＦにおいてはＧ安城店の開店以前に酒類の販売



業を行ったことがなく，被告らは，酒類販売業免許にどのような種類があるのか，
どのような内容の申請をすればどのような免許が取れるのかを全く知らなかったの
に対し，原告は，酒類の卸売を業とするＨを親会社とし，酒類販売のできるコンビ
ニエンスストアのフ
ランチャイザーとして業務を展開していたのであり，酒類販売業免許に関しては精
通した立場にあった。
　　　また，被告Ａは，Ｉ及びＬの説明を信じ，Ｌの指導に従って申請書を書いて
酒類販売業免許の申請を行ったものに過ぎないところ，その結果取得できた免許
が，外販のできない店頭販売に限定された酒類販売業免許であったのである。
　　　上記のとおり酒類販売業免許に関して精通した原告の従業員であるＩ及びＬ
から，外販のできる酒類販売業免許が取れるという説明を受けていた被告らが，原
告の指導に従って免許の申請をすれば外販のできる酒類販売業免許が取れると信じ
ることは当然であり，被告らがこのように信じたことに重大な過失はない。
・　被告らは，本件各契約を詐欺を理由に取り消すことができるか。
（被告らの主張）
　ア　仮に本件各契約の締結について錯誤無効が認められないとしても，原告の下
記の欺罔行為により，被告らは，原告のフランチャイズに加盟して店舗を開店させ
れば，酒類が外販できる免許が取れ，従来よりも安い価格で酒類を仕入れることが
できると信じた結果，本件各契約を締結するに至ったものであるから，被告らは，
同各契約を，詐欺を理由に取り消す。
 （ア） 欺罔行為・
　　　　　　原告は，被告らに対し，真実は，原告のフランチャイズに加盟して
も，酒類の外販が可能な酒類販売業免許が取得できるわけではないのに，あたか
も，原告のフランチャイズに加盟すれば，その出店するフランチャイズ店舗（後の
Ｇ安城店）において酒類の外販免許が取れるものであるかのように欺罔して，原告
のフランチャイズへの加盟を勧誘し，被告らをしてその旨信じ込ませ，本件各契約
を締結させた。
 （イ） 欺罔行為・
　　　　　　原告は，被告らに対し，真実は，Ｈから仕入れることができる酒類の
仕入価格が安くないにもかかわらず，酒類の外販免許を取れば，その出店するフラ
ンチャイズ店舗（後のＧ安城店）は，原告の親会社で酒類の卸売業者であるＨか
ら，Ｆ各店舗の従来の仕入先からよりも，安い価格で酒類を仕入れてこれをＦ各店
舗に販売（外販）することができ，それにより大きな利益が上がると説明し，被告
らをしてその旨信じ込ませ，本件フランチャイズ契約等を締結させた。
　　（原告の主張）
    　　否認する。いずれの欺罔行為も存在しない。
・　本件各契約の締結に当たって，原告に信義則上の説明義務違反，情報提供義務
違反が存し，原告の被告らに対する本訴請求は権利の濫用に当たるか。
（被告らの主張）
　ア　本件各契約の締結に当たっては，原告には，下記・ないし・の信義則上
の説明義務違反，情報提供義務違反が存する。
　　　よって，原告が，上記の信義則上の義務に違反して被告らを本件加盟基本契
約に引き込んでおきながら，同契約の解約に当たって，被告らに対し同契約に基づ
く解約清算金の請求をすることは，信義誠実の原則に反するとともに，権利の濫用
に当たる。
　   （ア） フランチャイズ契約を締結する前段階において，フランチャイザー
は，フランチャイジーになろうとする者に対し，フランチャイズ契約によって生じ
る権利義務，開店に当たって取得できる免許の内容，商品の仕入・販売条件，加盟
後どの程度の売上げ，収益を得ることができるか（立地条件やそれに基づく売上予
測等）といった点について，虚偽の説明をしないことはもちろん，できる限り客観
的かつ正確な情報を提供すべき信義則上の義務を負っている。
　　　　　　しかるに，原告は，被告らと本件加盟基本契約等を締結するに際し
て，次の点で，上記義務に違反した。
　　 （イ） 酒の販売免許について
　原告は，被告らに対し，本当は，原告のフランチャイズに加盟しても，酒類の外
販が可能な酒類販売業免許が取得できるわけではないのに，フランチャイズ契約の
勧誘の時点において，原告のフランチャイズに加盟すれば，その出店するフランチ
ャイズ店舗（後のＧ安城店）において酒の外販免許が取れると虚偽の説明をした。



　　 （ウ） 酒の仕入価格について
　原告は，被告らに対し，本当は，Ｈからの酒類の仕入価格は安くないにもかかわ
らず，上記外販免許を取れば，その出店するフランチャイズ店舗（後のＧ安城店）
は，原告の親会社で酒の卸売業者であるＨから，Ｆ各店舗の従来の仕入先の小売店
からよりも酒類を安い価格で仕入れることができ，こうして仕入れた酒類をＦ各店
舗に販売（外販）することで大きな利益が上がると，虚偽の説明をした。
　　 （エ） 売上げ，収益の予測について
　原告が，本件各契約の締結前に，被告らに示したＧ安城店の売上げ及び収益の予
測は，以下のとおり，極めて安易かつずさんなものであった。
・　Ｇ安城店の１年目の売上げを予測するに際し，原告は，既存の郊外型店舗，す
なわち既に何年か営業を継続している店舗の一定時点（平成９年２月度）の平均売
上げを基礎としているが，開店１年目の店舗の売上げを予測するに際して既存店舗
の売上高を算出の基礎とするのであれば，その既存店舗の開店１年目の売上高の平
均をもって算出の基礎とすべきであった。原告がＧ安城店の１年目の売上げ予測の
根拠として使用した数値は，全く不適当なものであった。
・　原告が被告らに示したＧ安城店の２年目，３年目の売上予測は，根拠が全くな
いに等しい。
・　Ｇ安城店の売上予測においては，他店舗との相違点，すなわちＧ安城店の特殊
性を，十分に検討していない。
　　すなわち，Ｇ安城店は，Ｄのフランチャイズ加盟店において初めての２４時間
営業店舗であり，かつ，Ｅという複合型娯楽施設の内部に設置された店舗でもあっ
て，他の郊外の既存店舗のような住宅地等にある路面店とは全く立地条件を異にす
るもので，既存の郊外型店舗の平均売上げをＧ安城店の売上予測の根拠としてその
まま使用するのが適切でないことは明らかである。また，原告は，安城Ｅの来場者
数について，おおよその数を被告らから聞いていたとしても，それは，あくまでも
アミューズメント施設の利用者としての来場者数であり，そのうち，どれぐらいの
人数がＧ安城店を利用するかについては，もっと子細に検討すべきであった。原告
が被告らに示した売上予測は，これらのＧ安城店の特殊性，他店舗との相違点を十
分に検討せずに行っ
たずさんな内容のものであった。
（原告の主張）
　　否認し，争う。
・　被告らは本件各契約を追認しているか。  
（原告の主張）
　　　仮に，本件加盟基本契約及び本件各連帯保証契約の締結について被告らに錯
誤があり，錯誤に陥ったことについて被告らに重大な過失がなかったとしても，被
告らは錯誤に陥っていたことを知った後も本件加盟基本契約を継続していることか
ら，被告らは無効な本件各契約締結について黙示の追認をしているものである。
（被告らの主張）
　　　否認する。被告らが，Ｇ安城店の営業を一定期間継続したのは，本件事業の
撤退による多額の損害の発生を回避するためのやむを得ざる措置であり，被告らに
は，無効な本件各契約を追認する意思もなければ，追認した事実もない。
　３　争点に対する判断
・　争点・について
　　証拠（甲１ないし４，１１ないし１４，２１，２２，乙１６，証人Ｏ，被告Ｃ
等）及び弁論の全趣旨並びに争いのない事実によれば，原告と被告Ａ間の本件加盟
基本契約に基づくＤのフランチャイズ加盟店はＧ安城店以外にはないこと，被告Ａ
は，平成１１年５月６日以降Ｇ安城店を閉店休業し，同年９月２８日，被告Ａの取
締役である被告Ｃを通じて，原告に対し，Ｇ安城店を閉店したい旨を申し入れたこ
と，同年１０月４日，被告Ａは，Ｋを通じて，原告取締役のＯに対し，本件加盟基
本契約に伴って被告Ａが原告に支払うべきレンタル料の合計額はいくらになるかを
示して欲しい旨を書面で申し入れたこと，原告は，これを受けて，本件加盟基本契
約解約に伴う精算金を算出して被告Ａにファックス送付したこと，被告Ａは，同年
１０月２１日付けで
原告に送付した書面において，今後Ｇ安城店の営業を再開，継続する意思はないこ
と，原告から示された精算金の内容及び金額については同意できない部分があるの
で後日協議したいこと，Ｇ安城店店舗内に置かれている原告所有の設備，什器等を
早急に撤去して欲しいこと等を申し入れたことが認められ，これらの事実を総合考



慮すれば，被告Ａの同年９月２８日の原告に対するＧ安城店を閉店する旨の申し入
れは，とりもなおさず本件加盟基本契約を解約するという趣旨を含むものと認めら
れる。
　　よって，被告Ａは，同年９月２８日，本件加盟基本契約の解約申し入れの意思
表示をしたと認められる。
・　争点・について
　　証拠（甲１，２の１，甲１５ないし２０，２２，乙２，３，５，証人Ｏ等）に
よれば，本件加盟基本契約が平成１１年９月２８日に解約されたとすれば，同解約
に伴うＧ安城店の設備，什器のレンタルについての残存レンタル期間は５７か月と
なること，上記設備，什器の１か月当たりのレンタル料金は２９万４０００円（消
費税を含む。）であること，本件加盟基本契約第５１条に基づく途中解約金は３０
０万円，同契約第５８条に基づく閉店手数料は１０万円であること，同契約第５９
条に基づいて原告と被告Ａ間における現金決済勘定を平成１１年９月３０日時点で
締めると，被告Ａは原告に対し金５２万５２４７円を支払うべきこととなることが
認められ，以上の事実によれば，本件加盟基本契約が平成１１年９月２８日に被告
Ａによって解約され
たとすると，被告Ａが原告に対して支払うべき本件加盟基本契約解約に伴う清算金
の金額は，合計２０３８万３２４７円であると認められる。
・　争点・について
　被告らは，上記のとおり，「被告らが，被告Ａが原告と本件加盟基本契約を結び
原告のフランチャイズに加盟すれば酒類の外販が可能な酒類販売業免許が取得で
き，上記の酒類販売業免許を取得すれば，Ｇ安城店は，原告の親会社であるＨか
ら，Ｆの各店舗が従前仕入れていた仕入先からの酒類の仕入価格よりも安い価格で
酒類を仕入れることができると共に，その酒類をＦの各店舗に販売（外販）するこ
とができ，それによりＧ安城店及びＦに大きな利益が上がると信じていたこと」及
び「被告らが，Ｇ安城店は，酒類の外販による利益を別にしても，コンビニエンス
ストアとして確実に利益が出る店舗であると信じていたこと」（以下，前者を「酒
類の外販についての錯誤」，後者を「コンビニエンスストアとしての利益について
の錯誤」という。）につ
いて，被告らに錯誤があったと主張しているところ，被告らが主張する事由はいず
れも，本件各契約締結の意思表示をなすについての動機に関する錯誤に過ぎず，こ
のような動機に関する錯誤については，その動機を表意者が当該意思表示の内容と
して相手方に表示しており，かつ，もしその錯誤がなかったならば表意者はその意
思表示をしなかったであろうと認められる場合でなければ，法律行為の要素の錯誤
に当たるとは認められない。
　そこで，以下，酒類の外販についての錯誤，コンビニエンスストアとしての利益
についての錯誤のそれぞれについて，法律行為の要素の錯誤があると言えるかを検
討する。
ア　酒類の外販についての錯誤
　被告らの主張する酒類の外販についての錯誤は，さらに，「被告らは，被告Ａが
原告と本件加盟基本契約を結び原告のフランチャイズに加盟すれば，Ｇ安城店にお
いて酒類の外販が可能な酒類販売業免許を取得できると信じていたが，実際には，
Ｇ安城店は，店頭販売に限定された酒類販売業免許しか取得できなかったこと」
と，「被告らは，被告Ａが原告と本件加盟基本契約を結び原告のフランチャイズに
加盟すれば，Ｇ安城店は，Ｈから，Ｆの各店舗の従来の仕入先からよりも安い価格
で酒類を仕入れることができ，Ｇ安城店がこうして仕入れた酒類をＦの各店舗に販
売することによって，Ｇ安城店及びＦに大きな利益が上がると信じていたが，実際
には，Ｇ安城店のＨからの酒類の仕入価格は，Ｆ各店舗の従来の仕入先からの酒類
の仕入価格よりも高か
ったため，Ｇ安城店及びＦは酒類の販売によって大きな利益を上げることができな
かったこと」という，２つの錯誤に分析できる（以下，前者を「免許の内容につい
ての錯誤」，後者を「仕入価格についての錯誤」という。）。
　そこで，免許の内容についての錯誤と仕入価格についての錯誤について，それぞ
れ検討することとする。
 （ア） 免許の内容についての錯誤
ａ　証拠（甲５ないし７，２２，乙１４ないし１６，証人Ｉ，証人Ｋ，証人Ｏ，被
告Ｃ等）及び弁論の全趣旨によれば，・Ｉは，平成８年秋ごろ株式会社Ｊ本社を訪
れて，被告Ｂ及びＫに対し，原告のフランチャイズに加盟することを持ちかけ，そ



の際，原告のフランチャイズに加盟すれば，当該フランチャイズ加盟店からＦの各
店舗に酒類を販売することができ，そのために必要な免許も取れる旨を述べたこ
と，・Ｉの前記説明に対し，被告Ｂが，本当にそのような免許が取れるのかと疑問
を呈したところ，Ｉは，一旦原告会社に戻って，原告の社長と開発運営部長にＦに
おいて酒類の販売ができる免許を取ることは可能かどうかを質問し，原告の社長，
開発運営部長から可能である旨の回答を得たこと，・Ｉは，原告の開発運営部長の
１人であるＬと共に，
再び株式会社Ｊ本社に赴き，被告Ｂ及びＫに対し，原告会社に持ち帰って確認した
ところ酒類を販売できる免許は取れるということだったと説明したこと，・Ｇ安城
店の開店準備のため，Ｌら原告担当者とＫや被告ＣらＦ担当者の間で打ち合わせが
なされた際，Ｇ安城店が取得する免許については「酒類免許」「酒類販売業免許」
という表現が用いられ，外販のできる免許であるか否か明確でない表現で免許につ
いての話し合いがなされていたこと，・被告Ａは，平成９年２月２４日，酒類販売
業免許を取得する旨を取締役会で決議し，同年３月２１日，酒類販売業免許の取得
要件を満たす目的で，原告から紹介された元Ｈの従業員であるＮを被告Ａの取締役
に就任させたこと，・被告Ａが申請した酒類販売業免許は一般酒類小売業免許であ
り，申請書には，同
免許申請書の一般的な記載方法に従って「通信販売を除く小売販売に限る」旨の条
件の記載はなされていたが，「店頭販売に限る」旨の条件の記載はなされていなか
ったこと，・被告Ａから免許申請を受けた税務署長は，酒税法１１条１項に基づき
「店頭販売に限る」旨の条件を付して酒類販売業免許を同社に与えたこと，・本件
各契約締結後の同年６月ころ，Ｇ安城店の建物本体が完成し，そのころ同建物の竣
工検査がなされたが，その時点では，被告Ａはすでに酒類販売業免許を取得してお
り，Ｌは同免許が店頭販売に限定されたものであったことを知っていたが，被告Ｃ
は，竣工検査の日にＬから聞いて初めて同免許が店頭販売に限定されたものである
ことを知ったこと，・原告の取締役兼開発運営部長であって，Ｌの上司であり，被
告Ａの酒類販売業免
許取得に関わった原告担当者の１人でもあるＯにおいても，外販を含む小売販売一
般の酒類販売業免許の免許申請をしても酒税法１１条により店頭販売に限る旨の条
件を付して免許が与えられる場合があることを知らなかったこと，以上の事実が認
定できる。
　以上の認定事実に照らせば，被告らは，原告から，Ｇ安城店が取得する酒類販売
業免許に店頭販売に限る旨の条件が付される可能性があることを知らされておら
ず，被告らは，本件各契約締結時には，Ｇ安城店が取得する酒類販売業免許は，店
頭販売に限定されたものではなく外販もできる酒類販売業免許であると考えていた
と推認できる。
　よって，Ｇ安城店が取得した酒類販売業免許に店頭販売の限る旨の条件が付され
ていたことは，被告らにとっては予想外の事実であり，その意味で被告らに免許の
内容についての錯誤はあったと認められる。
ｂ　しかしながら一方，証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の各事実も認められ
る。
　・　被告Ｃは，Ｇ安城店建物の竣工検査の日，Ｌに，「どういう形でＦ内で酒類
の外販をしていけばいいか。」と尋ねたところ，Ｌに「Ｇ安城店で取る酒類販売業
免許では外販はできません。」と言われ，さらに「それでは利益が出ないじゃない
ですか，外販ができる免許を取って下さい。」と言ってもＬに「それはできませ
ん。」と答えられ，「じゃあ，どうすればよいんですか。」と被告Ｃの方から尋ね
て，Ｌから，「免許としては店頭外販売はできないが，安城Ｅ内の店舗への販売か
ら始めて徐々に酒類の取扱量を増やす形でＦの各店舗への酒類の販売をすればよ
い」旨の助言を受けたこと（乙１６，被告Ｃ）
　・　被告Ａは，平成９年９月始めころから，Ｇ安城店の売上げを増加させるた
め，Ｇ安城店で酒類の外販を始めること，安城Ｅ内のとんかつ店に納入することか
ら酒類の外販を始めること等を，Ｈのスタッフも交えて原告と協議するようにな
り，これと並行して，小牧市，春日井市，江南市，半田市，豊田市のいずれかの地
域のＦ経営の店舗において，酒類の外販ができる酒類販売業免許を取得することも
原告と協議するようになったこと（甲９の２ないし１３）
　・　被告Ｃは，同年９月ころから，株式会社Ｊの取締役兼経理部長のＰ，安城Ｅ
の支配人Ｑらに，Ｈと，外販用の酒類の仕入価格について交渉をさせるようになっ
たが，Ｈが示した酒類の納品価格が，安城地区のＦ各店舗の従来の仕入先である株



式会社Ｒ（以下「Ｒ」という。）等からの仕入価格よりも高かったことから，被告
Ｃらは，さらにＨに酒類の納品価格を下げるよう交渉をし，その結果，Ｈが，Ｅ各
店舗のＲ等からの仕入価格に近い価格にまで納品価格を下げたことから，Ｇ安城店
において酒類の外販を行うことに踏み切ったこと（乙１６，被告Ｃ）
　・　被告Ａは，安城Ｅの支配人Ｑらを通じて，同年９月ころから，Ｇ安城店の店
長Ｓに対し，Ｇ安城店で酒類の外販をやってはどうかと持ちかけるようになり，店
舗の仕事で手一杯で他の仕事をする余裕がないなどと述べて酒類の外販を行うこと
を嫌がるＳに対し，次第に強く酒類の外販を行うことを求めるようになり，平成９
年１２月か平成１０年１月ころには，Ｓに対し，Ｇ安城店で酒類の外販をやるよう
具体的な指示を出したこと（証人Ｓ）
　・　Ｓは，Ｋや被告Ｃから，Ｇ安城店で酒類の外販を行うよう話をされたとき，
「Ｇ安城店が取得しているのは店頭販売の免許であって，そのようなことをしたら
法に触れる」という旨のことを言うこともあったが，Ｋらは，「Ｅの各パチンコ店
の店長がＧ安城店に買いに来たことにすればいいのだ」等と述べて，Ｇ安城店から
安城市内のＥ各店舗への酒類の販売を始めさせると共に，Ｅ各店舗への酒類の配送
をＳに行わせたこと（証人Ｓ）
　・　Ｇ安城店は，平成１０年２月ころから，安城Ｅ内のパチンコ店等への販売を
手始めに，酒類の外販を行うようになり，その後，安城Ｅ内の各店舗，豊田Ｅ内の
各店舗等へと酒類の外販の範囲を広げていったこと（乙１６，２２ないし２７，証
人Ｓ，被告Ｃ）
　・　平成１０年ころ，Ｆは，半田市内の店舗（以下「Ｔ半田店」という。）にお
いて酒類の外販が可能な酒類販売業免許を取得し，以降，Ｔ半田店においてもＦの
各店舗に対する酒類の外販を行うようになったこと（甲９，２２，証人Ｓ，証人
Ｏ，被告Ｃ，弁論の全趣旨）
　・　Ｇ安城店が行っていた酒類の外販については，Ｈからの仕入価格はＦ各店舗
の従来の仕入先であるＲ等からの仕入価格と比べて商品によっては安いものもあっ
たが，わずかに安いというに過ぎず，また，Ｈにおいては酒類の配送を行わないこ
とから，Ｇ安城店の店長であるＳが昼間のほとんどの時間，専ら酒類の配送等の外
販業務に当たることとなり，Ｆ全体から見れば，Ｇ安城店で酒類の外販をすること
は，利益が出ない一方で人件費の掛かる，経済的観点から見ればメリットのないも
のであったこと（乙７ないし１０，１５，１６，１９，証人Ｓ，証人Ｏ，被告Ｃ
等）
　・　しかし，被告らは，Ｇ安城店が開店以来赤字続きであったことから，同店の
採算上の赤字を填補するため，安城Ｅや豊田Ｅの各店舗等に他の仕入先からよりも
高い価格であってもＧ安城店から酒類を仕入れるよう指示して，Ｇ安城店から上記
各店舗に酒類の販売をさせたこと（乙５，１６，１７，２２ないし２７，被告Ｃ
等）　
　・　Ｇ安城店で酒類の外販を始めるようになってから，同店店長のＳは，昼間は
仕入れや配送等の酒類の外販の仕事をし，パート従業員がいない深夜と早朝にＧ安
城店店舗内の仕事を行い，仕事の合間のわずかな時間に同店店舗内で仮眠を取ると
いう生活を続け，平成１０年１２月１５日，急性心筋こうそくで倒れ入院したこと
（甲１０の３，甲２２，証人Ｓ，証人Ｏ）
　・　その後，Ｇ安城店の店長はＦの従業員であるＵに交代したが長続きせず，次
に，同店店長はＦの従業員であるＶに交代したが，Ｖも長続きせず同店店長を辞め
てしまったこと（甲２２，証人Ｓ，証人Ｏ）
　・　安城Ｅの支配人Ｑにおいても，Ｇ安城店からの酒類の外販を止めたいと被告
Ｃに申し入れたこと（乙１６）
　・　しかし，被告Ｃは，Ｇ安城店の採算上の赤字を縮小させるために，不合理と
思いながらも，なおもＧ安城店に酒類の外販を続けさせたこと（乙１６，被告Ｃ）
　・　ＵがＧ安城店の店長を辞めた後，後任の店長が決まらなかったことから，被
告Ｃらは，平成１１年５月６日，Ｇ安城店を一時閉店することとし，その後も，Ｆ
の社員の中に給与２０万円以下でＧ安城店の店長を行える人間がいないかを探した
が，そのような者は見つからず，結局，被告らにおいて，Ｇ安城店を閉店すること
を決断したこと（甲１１ないし１３，乙１６，証人Ｏ，被告Ｃ）
　・　被告らは，平成１０年２月ころにＧ安城店に酒類の外販を始めさせて以来，
平成１１年５月６日の閉店の直前まで，同店店長に酒類の配送をさせる形で安城や
豊田のＥ内のパチンコ店や飲食店等にＧ安城店から酒類を外販し続けていたこと
（乙１０，１７，証人Ｓ，証人Ｏ）



　以上で認定した被告らの行動，すなわち，Ｇ安城店に酒類の外販を行わせてもＦ
においては経済的メリットがないことが明らかになって以降，かつ，Ｔ半田店で店
頭販売に限定されていない酒類販売業免許によって酒類の外販ができるようになっ
て以降も，Ｇ安城店の採算上の赤字を填補するためだけに，Ｇ安城店に酒類の外販
を行わせていること，しかも，被告らは，Ｇ安城店店長にコンビニエンスストアの
店長としての業務と酒類の外販の業務を兼ねさせるという相当な無理をさせてまで
Ｇ安城店に酒類の外販をさせている上，同店店長が体調を崩して入院をしたり，Ｑ
らから酒類の外販に反対する意見が出ても，なおも酒類の外販を続行しているこ
と，これら被告らの行動を見れば，被告らが，Ｇ安城店が取得した免許が店頭販売
に限定された免許であ
ることを重く見て，できるだけ酒類の外販をしたくないと考えていたとは到底認め
がたい。むしろ，上記認定の事実からは，Ｇ安城店からＦの各店舗に酒類を販売し
ていた期間，その免許内容のために被告らが実際に具体的な支障を被ったことはな
く，被告らは，実際上Ｇ安城店からＦの各店舗に酒類の販売ができればそれでよい
と考えていたものと推認できる。さらに，上記認定事実，及び，安城Ｅ内の店舗に
おいても仕入れる酒類のうちＧ安城店から仕入れるものは一部であったという事実
（被告Ｃ，証人Ｓ等）に照らせば，Ｇ安城店から酒類を販売する範囲をＦの各店舗
全体に広げられなかったのは，Ｈからの仕入価格が被告らが当初予想していたほど
安くなく，大規模な外販を行うための人員の確保や経費等を考慮すると，Ｇ安城店
から外販する酒類の
量を増やすことにＦにとって経済的メリットがなかったためというのが主な理由で
あって，免許内容のためではないと推認できる。
ｃ　この点，被告Ｃは，本人尋問において，もし仮にＧ安城店における酒類の仕入
価格がもっと下がっていたとしても，Ｇ安城の取得した免許は店頭販売限定の免許
であったので，Ｆとしては法に違反した形は取りたくないので，Ｇ安城店から大量
の酒類をＦの各店舗に販売させることはしていなかっただろうと供述している。し
かし，被告Ｃは，上記供述の前に，被告代理人の「もし，仮に，Ｈからの仕入れ金
額が，もっと，下がっていたら，大洋不動産としては，もっと大量に，Ｊの各店舗
に酒を販売していましたか。」という質問に対し，「ええ，してたと思います。」
と答え，これに対し，同代理人から「もう一度，質問をよく聞いてくださいね。」
「仮に仕入れ金額が下がったとしても，なんか免許上の問題があると思うんですけ
ども，本当に，もし
，仮に仕入れ金額がずっと下がっていたら，大洋不動産として，もっと大量にＪの
各店舗に酒を売る，ということはやっていたと思いますか。」等と誘導をされてよ
うやく上記の供述をしている。被告Ｃのこのような供述の変遷経過を鑑みれば，被
告Ｃの上記供述を信用することはできず，むしろ，被告Ｃの供述全体を見れば，被
告らは，Ｇ安城店が取得した免許が店頭販売に限定された免許であったことを重く
は見ておらず，Ｈからの酒類の仕入価格が当初期待していたとおり安かったなら
ば，店頭販売に限定された免許のままでもＧ安城店からＦの各店舗に大量の酒類を
販売していたであろうと推認せざるを得ない。
ｄ　また，証拠（乙１４，１５，証人Ｉ，証人Ｋ）によれば、平成８年秋ごろ，Ｉ
が被告Ｂらに対し，原告のフランチャイズに加盟することを勧誘した際，被告Ｂ
は，当該フランチャイズ店からＦの各店舗に酒類を販売できるような免許が本当に
取れるのかとＩに対し念を押し，Ｉに原告会社に戻らせてこのことを確認させた後
に，ようやくＫや被告Ｃらに本件各契約締結に向けて原告と交渉に入るよう指示を
したという経緯が認められる。
　しかしながら，証拠（乙１４ないし１６，証人Ｉ，証人Ｋ，被告Ｃ）及び弁論の
全趣旨によれば，Ｉの最初の勧誘の際にその場に居合わせた被告Ｂ，Ｋ，Ｉの３名
はいずれも，酒類販売業免許について詳しくはなく，店頭販売に限定する条件が付
された免許というものがあること自体知らなかったことから，上記３名はそのよう
な酒類販売業免許の種類や内容を念頭においては免許の話をしていなかったと推認
できる。また，証拠（乙１４ないし１６，証人Ｉ，証人Ｋ，被告Ｃ）及び弁論の全
趣旨によれば，被告Ｂ，Ｋ，Ｉは，平成８年秋のやり取りの際，原告のフランチャ
イズに加盟した店舗（後のＧ安城店）からＦの各店舗に酒類を販売するとして，そ
の酒類の配送は誰が行うのかについては明確に話題にしておらず（この点，Ｉは，
当該フランチャイズ
加盟店から各店舗に酒を配送するという説明をしたかのような証言をしているが，
Ｋは，Ｈが直接Ｆの各店舗に酒類を配送することができるのではないかと考えてい



たと証言しており，かかるＫの証言からすれば，被告Ｂ，Ｋ，Ｉは，Ｅ各店舗への
酒類の配送を誰が行うのかについて具体的な話し合いはしていなかったと推認でき
る。），原告のフランチャイズに加盟した店舗からＥ各店舗に酒類の販売をする場
合，その配送を，Ｇ安城店の店員に行わせるのか（すなわち外販の形を取るの
か），Ｆ各店舗の従業員に行わせるのか（すなわち店頭販売の形を取るのか），あ
るいは，伝票上当該フランチャイズ加盟店から販売したことにして実際はＨから直
接配送をさせるのか等について，被告Ｂ及びＫは，この時点ではいまだ考えを固め
ていなかったと推認でき
る。以上の認定事実及び前記・ないし・で認定した被告らＦ関係者のその後の行動
を見れば，被告Ｂが，免許が取得できるかどうかを気にしていた事実があったとし
ても，それは，原告のフランチャイズに加盟した店舗からＦの各店舗に酒類が販売
できる免許が取れるかどうかを気にしていたものであって，厳密な意味で，外販が
できる酒類販売業免許，すなわち，店頭販売に限る旨の条件が付されていない酒類
販売業免許が取れるかどうかを気にしたり，そのことをＩに確認したものではない
と認められる。
ｅ　以上からすれば，被告らは，Ｇ安城店からＦの各店舗に酒類を販売することが
でき，そのことによって，Ｇ安城店やＦに大きな利益が上がるというのであれば，
本件各契約締結前に，Ｇ安城店が取得できる酒類販売業免許に店頭販売に限る旨の
条件が付される可能性があることを知っていたとしても，本件各契約を締結してい
た可能性が高いと思われる。
　すなわち，被告らにおいて，Ｇ安城店が取得する酒類販売業免許の内容について
錯誤がなかったならば，本件各契約を締結しなかったであろうという関係は到底こ
れを認めることができず，被告らの免許の内容についての錯誤は，本件各契約締結
の意思表示についての要素の錯誤であるとは認められない。
（イ） 仕入価格についての錯誤
　証拠（甲９の５，乙７ないし１０，１４ないし１６，証人Ｉ，証人Ｋ，被告Ｃ
等）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
・　原告の商品開発部長であったＩは，平成８年秋ごろ被告Ｂ及びＫに対し，原告
のフランチャイズに加盟することを持ちかけた際，「原告の親会社のＨは，酒類の
卸売りを行っている会社であり，Ｆが原告のフランチャイズに加盟し，コンビニエ
ンスストアを経由してＦの各店舗の酒類を仕入れれば，大きな儲けになる。」，
「今，Ｆの各店舗は小さな酒屋，小売店から酒類を仕入れていると思うが，これら
の酒類について，全てＨから原告のフランチャイズに加盟した店で仕入れＦの各店
舗に販売する形にすれば，Ｈが卸売業者であることから，それまで仕入れていた酒
類小売店の小売価格よりも安い卸売価格で酒類を仕入れることができ，それまでの
仕入先が取っていた中間マージン分を，そのフランチャイズ加盟店において取得し
て利益とすることがで
きる。」等の説明をし，以前にＭのフランチャイズに加盟してコンビニエンススト
アの経営を行って失敗をしたことがあるのでコンビニエンスストア経営はもうやり
たくない旨を述べていた被告Ｂ及びＫに対し，上記の利点を述べて，原告のフラン
チャイズへの加盟を勧誘したこと
・　Ｆは，愛知県内の小牧市，春日井市，江南市，半田市，豊川市，名古屋市中川
区，安城市，岐阜県内の多治見市等の東海地区の各地でＥという名称の複合型娯楽
施設を経営し，酒類を扱う飲食店，パチンコ店，カラオケ店等の店舗も多数経営し
て，平成８年当時年間約６億円の酒類を仕入れていたことから，これらの酒類の仕
入れについて，Ｉの上記説明のとおり小売店の中間マージン分の利益をＦにおいて
得られるとすれば，それは相当大きな利益であると被告Ｂらにおいても予想できた
こと
・　被告Ｂは，Ｉから上記の勧誘を受けた際，原告のフランチャイズ加盟店からＦ
の各店舗に酒類が販売できる免許が本当に取れるかどうかを気にかけており，Ｉ
が，原告の開発運営部長の１人であるＬと共に，再度株式会社Ｊ本社に行き，Ｆに
おいて酒類販売業免許を取得することは可能である旨を告げた際，被告Ｂは「免許
が取れるならフランチャイズへの加盟を考えましょう」という旨の発言をしている
こと
・　被告Ｃは，被告Ｂから，原告のフランチャイズ加盟店の開店準備に参加するよ
う指示を受けて原告との交渉に当たっていたが，Ｇ安城店が取得した免許が店頭販
売に限定された酒類販売業免許であることをＬから聞いて知った後も，「それでは
利益が出ないじゃないですか，外販ができる免許を取って下さい。」「じゃあ，ど



うすればよいんですか。」等とＬに申し入れて，Ｇ安城店から酒類をＥの各店舗に
販売することを実現することにこだわり，被告らは，取得できた免許が店頭販売に
限定された酒類販売業免許であることを知っているにもかかわらず，Ｇ安城店から
Ｅ内の店舗への酒類の外販を開始しようとしたこと
・　被告Ｃは，株式会社Ｊの取締役Ｐ，安城Ｅの支配人Ｑを通じて，平成９年９月
ころから，Ｈに対し，ＲなどのＦの各店舗の従来の仕入先よりも安い価格で酒類を
納品するよう申し入れ，数か月にわたってねばり強く交渉をして，Ｈに，Ｇ安城店
への酒類の納品価格を，Ｆ各店舗の従来の仕入先であるＲ等の納品価格に近い価格
にまで下げさせたこと
・　ＨのＧ安城店への酒類の納品価格（例えば，「アサヒスーパードライ３５０ミ
リリットル缶」については１ケース当たり３８５０円）は，Ｅ内の店舗のＲからの
仕入価格（「アサヒスーパードライ３５０ミリリットル缶」については１ケース当
たり３８６０円）と比較して大幅に安いとは言えず，Ｇ安城店は，Ｆの各店舗の従
来の仕入先からの仕入価格と比べて，これら仕入先の中間マージン分程度安い価格
で，Ｈから酒類を仕入れることはできていないこと
　以上の認定事実に照らせば，被告らは，原告のフランチャイズに加盟すれば，Ｆ
の各店舗が仕入れている酒類について，卸売業者であるＨから当該フランチャイズ
加盟店で仕入れて，同店からＦの各店舗へ販売することでき，それによって，それ
まで仕入れていた酒類小売店の小売価格よりも安い卸売価格で酒類を仕入れること
ができ，それまでの仕入先である小売店が取っていた中間マージン分を，当該フラ
ンチャイズ加盟店において取得して利益とすることで，当該フランチャイズ加盟店
及びＦにおいて大きな利益を得ることができると考え，そのことに大きな魅力を感
じたからこそ，本件各契約を締結したと推認することができる。
　また，原告の従業員であるＩは，当該フランチャイズ加盟店がＨから安い価格で
酒類を仕入れてＦの各店舗に販売することができるという点を，原告のフランチャ
イズの加盟することによって得られる大きな利点として被告Ｂらに説明して原告フ
ランチャイズへの加盟を勧誘したのであるから，被告らが上記の点が実現されるこ
とを前提とし，上記の点に魅力を感じて本件各契約を締結することを当然分かって
いたと認められる。また，Ｉに同行してＩと被告Ｂらのやり取りを聞いていたＬに
おいても，Ｉと同様にこれらのことを了解していたと推認できる。
　上記認定事実に照らせば，被告らには，仕入価格についての錯誤がある，すなわ
ち，被告Ａが原告と本件加盟基本契約を結び原告のフランチャイズに加盟すれば，
Ｇ安城店は，Ｈから，Ｆの各店舗の従来の仕入先からよりも安い価格で酒類を仕入
れることができ，Ｇ安城店がこうして仕入れた酒類をＦの各店舗に販売することに
よって，Ｇ安城店及びＦに大きな利益が上がると信じていたが，実際には，Ｇ安城
店のＨからの酒類の仕入価格は，Ｆ各店舗の従来の仕入先からの酒類の仕入価格と
比べてさほど安くはなかったため，Ｇ安城店及びＦは，酒類の販売によって大きな
利益を上げることができなかった，という点について錯誤があり，かつ，その錯誤
は，本件各契約締結の意思表示における要素の錯誤であり，その動機について原告
に対し黙示ないし明
示の表示もあったと認めることができる。
イ　コンビニエンスストアとしての利益についての錯誤
　被告らは，Ｇ安城店は，酒類の外販による利益を別にしても，コンビニエンスス
トアとして確実に利益が出る店舗であると信じていたと主張し，Ｇ安城店はコンビ
ニエンスストアとして赤字続きで利益が出なかったことについて被告らには錯誤が
あると主張する。
　そこで検討するに，証拠（甲４の１，甲９の５，甲２２，乙２ないし６，１１，
１４ないし１６，証人Ｋ，証人Ｉ，証人Ｏ，被告Ｃ等）及び弁論の全趣旨並びに争
いのない事実によれば，以下の事実が認定できる。
・　被告Ｂは，Ｆの中心企業である株式会社Ｊの代表取締役であり，Ｆにおいては
社長と呼ばれ，オーナー的立場にある者であり，被告Ｃは，本件各契約締結当時，
株式会社Ｊの常務取締役，被告Ａの取締役であった者であり，Ｋは，本件各契約締
結当時，株式会社Ｊの取締役兼総務部長であった者であり，被告Ａは，Ｆのグルー
プ企業の１つであること
・　Ｆは，愛知県内の小牧市，春日井市，江南市，半田市，豊川市，名古屋市中川
区，安城市，岐阜県内の多治見市等で飲食店，映画館，パチンコ店，ゲームセンタ
ー，カラオケ店，ボーリング場等から成る複合型娯楽施設Ｅを経営していること
・　Ｆは，以前半田市内のＥ近くにおいて，Ｍのフランチャイズに加盟してコンビ



ニエンスストア（以下「半田のＭ」という。）を経営したことがあったが，Ｆにお
いては，月商１２００万円ないし１３００万円の売上げが上がれば採算が合うと考
えていたところ，同店開店後，同店の裏側に産業道路ができるなど予想外の事情が
生じたことなどもあって，結局，同店の売上げは月商１０００万円以下で推移して
赤字が続き，フランチャイズ契約期間である７年が経過した時点で，Ｍとのフラン
チャイズ契約を終了して同店を閉店したこと
・　被告Ｃ及びＫがＬとＧ安城店開店準備のための話し合いをしていた平成９年３
月ころ，原告から被告らに交付された書類の中に，利益試算表（乙３）が含まれて
いたが，被告ＣやＫは，この利益試算表について，原告担当者に説明を求めること
はしなかったこと
・　上記の利益試算表（乙３）は，「店利益試算表Ｇ安城店」という表題が記載さ
れ，「売上高」，「荒利高」「本部チャージ」「ＦＣ収入」「営業費合計」「店利
益」等の項目や，「初年度」「２年度」「３年度」等の項目から成る表であること
・　Ｆ及び被告Ａにおいては，Ｇ安城店を経営するに当たって，被告Ａから株式会
社Ｊに対して家賃として毎月約４０万円を，原告の紹介で被告Ａの取締役に就任し
たＮに対し顧問料として毎月約５万円を，Ｆの従業員をＧ安城店の店長に就かせ，
同店長には毎月約４５万円の給料及び半年ごとに約６５万円の賞与を支払い，か
つ，これらの費用は，Ｇ安城店から上がった利益でまかなう予定でいたこと
・　利益試算表（乙３）においては，上記・記載のＮに対する顧問料，株式会社Ｊ
に支払う家賃，店長の給与及び賞与は，考慮に入れずに店利益等の試算がなされて
おり，このことは，同利益試算表の「営業費合計」の細目等の記載内容を見れば一
見して明らかであること
・　被告Ｃ及びＫは，利益試算表（乙３）を受け取り，Ｇ安城店の初年度の売上高
が「１２０００」であるという記載を見て，半田のＭを経営した際の経験に照らせ
ば，月商１２００万円の売上げであれば採算が合うであろうと思い，Ｋにおいて，
安城Ｅの集客数が約１万人で，Ｇ安城店にも約１万人の来店者数が見込めることか
らすれば，これぐらいの売上げは上げられるであろうと思ったが，それ以上は，利
益試算表の記載内容について考察，分析を行わなかったこと
　以上の認定事実に照らせば，そもそも，原告は被告らに対し，利益試算表を交付
するに当たって，最低限でもそこに記載された数字程度の売上げが上がるとか，確
実にこの程度の利益が出るなどの説明をしてはいない上，同試算表は，「店利益試
算表」という表題が記載された書面であって，通常一般人がこれを見たとしても，
そこに記載されているのはあくまで試算としての数字であり，試算である以上確実
にこの数字どおりの売上げや利益が出るとは限らないと考えるであろう記載内容の
書面である。
　しかも，被告Ｂ，被告Ｃ，Ｋは，Ｆの代表及び取締役であり，多数の店舗を経営
してきた経験を有する者であって，店舗の売上げや利益は，将来に生じる事情も含
めて様々な要因の影響を受けるものであって，店舗の開店前に将来の売上げや利益
を確実に予測することが難しいことを熟知していると考えられる者である。また，
被告らは，以前に実際コンビニエンスストアを経営したことがあり，開店当初期待
していた月商１２００万円以上の売上げが出せず，月商１０００万円の売上げを出
すことも難しくて，やむなくコンビニエンスストア経営から撤退したという経験も
有していたのである。さらには，利益試算表の記載内容に照らせば，Ｇ安城店が、
初年度に同試算表の記載どおり月商１２００万円の売上げをあげたとしても，Ｎに
対する顧問料，家賃
，店長への給与及び賞与の支払を経費に入れれば，開店初年度は毎月赤字になるこ
とは被告らにおいても試算できたのである。
　以上からすれば，仮に，被告らが原告から利益試算表を渡された他，Ｌらから，
Ｇ安城店が，Ｍなどとは違って酒類の販売できるコンビニエンスストアであること
などからコンビニエンスストアとしても十分利益があがる店である等の説明を受け
たことがあったとしても，被告らにおいて，Ｇ安城店の売上げや利益の試算の根拠
を原告に聞くことさえせずに，Ｇ安城店において，確実に月商１２００万円を上回
る売上げが出せ，酒類の外販による利益を除いてもコンビニエンスストアとして利
益が出せるのは確実であると考えたとは到底信じ難い。Ｇ安城店においてコンビニ
エンスストアとして確実に利益が出ると考えていたという被告Ｃの供述及びＫの証
言はいずれも信用できず，他に，被告らがＧ安城店がコンビニエンスストアとして
利益が出ることを確
実であると信じたと認めるに足りる証拠もない。



　よって，被告らに，コンビニエンスストアとしての利益についての錯誤があった
とは認められない。
・　争点・について
　上記・で検討したとおり，被告らには，仕入価格について錯誤があったと認めら
れることから，この錯誤に陥ったことに被告らに重過失があるかを検討する。
　証拠（乙１４ないし１６，証人Ｋ，証人Ｉ，被告Ｃ）及び弁論の全趣旨によれ
ば，平成８年秋ごろ，Ｉが，被告ＢやＫに対し，原告フランチャイズへの加盟を勧
誘した際，被告Ｂ，Ｋ，Ｉの３名は，Ｆの各店舗は地元の酒類小売店から酒類を仕
入れているという認識でおり，Ｉが「今，Ｆの各店舗は小さな酒屋，小売店から酒
類を仕入れていると思うが」という旨を述べた際も，被告Ｂ及びＫはそのことを否
定せず，むしろ，同人らにおいても，従来の酒類の仕入先が各地区の小売りの酒屋
であることを前提としてＩと酒類の仕入れに関する話をしていたこと，Ｉも，Ｆの
各店舗の従来の酒類の仕入先が酒類の小売業者であることを前提として，Ｈは酒類
の卸売業者であるから，Ｆの各店舗が当該コンビニエンスストア（後のＧ安城店）
を経由してＨから酒類
を仕入れれば，それまで仕入れをしていた小売業者の小売価格よりも安い卸売価格
で酒類を仕入れることができ，それまでの仕入先が取っていた中間マージン分を，
当該コンビニエンスストアで取得して利益とすることができる旨を被告Ｂ及びＫに
説明したこと，被告Ｂ及びＫは，Ｉが説明するこれらの理由を聞いて納得し，Ｈか
ら当該コンビニエンスストアを経由してＦの各店舗が酒類を仕入れられれば相当大
きな利益が得られるだろうと考えたことが認められ，被告Ｃにおいては，被告Ｂら
とＩの上記やり取りの後，被告Ｂから説明を受けて，被告Ｂと同様に，Ｈから酒類
を仕入れることによってＦが大きな利益が得られると考えるに至ったことが認めら
れる。
　しかしながら，安城ＥなどＦ各店舗の従前からの酒類の仕入先の１つであるＲ
は，その得意先元帳（乙８）の「酒類・食品・業務用卸」という記載及びその納品
価格等に照らしても，名古屋市に本拠を置く酒類の卸売業者であることは明らかで
ある（なお，酒類販売業者ではないＦの各店舗に酒類を販売していたことから，Ｒ
は，酒類小売業免許も有しており，その意味で酒類の小売業者でもあると推認でき
るが，そのことが同社が酒類の卸売業者でもあるという上記認定に影響を与えるも
のでない。）。
　すなわち，Ｆの各店舗は，従来，各地区の酒類小売業者のみから酒類を仕入れて
いたのではなく，Ｒなどの酒類卸売業者からも酒類を仕入れていたのである。
　しかも，被告Ｃ本人の供述によれば，Ｆにおいては，従前より，Ｒ等複数の業者
に納品価格を競争させてできるだけ安く商品を仕入れるようにしていたというので
ある。
　Ｈが，Ｒ等の納品価格と比べて，被告らが期待するように，酒類小売店の中間マ
ージン分を差し引いた程度の安い価格で，Ｇ安城店に酒類を販売することができな
かったのは当然と言わざるを得ない。
　しかるに，被告Ｂ及びＫは，自らが経営するＦの各店舗が酒類を，どのような業
者から，どのような価格で仕入れているかを把握すらしていなかった上，Ｆの各店
舗の従来の酒類の仕入先がそもそも小売店であるのかというＩの説明の重要な前提
となっている事実を調査，確認してみようともせずに，Ｈが酒類の卸売業者である
からＦ各店舗の従来の仕入先からよりも安い価格で酒類が仕入れることができるの
は当然であると考えていたというのであるから，このことだけをもってしても，同
人らが仕入価格について錯誤に陥ったことに重大な過失があると認められる。
　また，被告Ｃの本人尋問の結果によれば，被告Ｃは，被告ＢやＫとは異なり，Ｆ
の各店舗の仕入先のＲが酒類卸売業者であることを知っていたことが窺われるが，
被告Ｃにおいては，被告Ｂから，原告のフランチャイズに加盟した店舗でＦ全体の
酒類を取り扱えば大きな利益が上げられる旨の説明を受けた際，何故大きな利益を
上げることが可能なのか，何故Ｈから今までより安く酒類を仕入れることができる
のか，被告ＢらとＩの間で具体的にどのようなやり取りがあったのか等を被告Ｂに
具体的に聞くこともなく，Ｆの各店舗の酒類の仕入先が小売店であることを前提と
してＨから安く酒類が仕入れられると考えている被告Ｂの説明を，そのままうのみ
にしていたというのであるから，被告Ｃについても，仕入価格の錯誤について重過
失があると認められ
る。
　さらに，被告らが，Ｆの各店舗がどのような業者から，どのような価格で酒類を



仕入れているかを原告に示すか，あるいは，Ｈからどのような価格で酒類を仕入れ
ることができるのかを原告に聞くかすれば，ＨがＲなどと比べて大幅に安い価格で
酒類を納品することはできないことはすぐに判明したと考えられる。また，このよ
うなことを原告に示したり原告から聞いたりすることは，被告らにとって極めて容
易であったと考えられる。しかるに，Ｉから上記の説明を受けた平成８年秋ごろか
ら，本件各契約を締結した平成９年５月２０日まで，約半年もの期間がありなが
ら，被告らは，上記のことを原告に示したり原告から聞くことを１度もしていなか
ったというのであるから，このことをもっても，被告らには，仕入価格について錯
誤に陥ったことに重大
な過失があると言わざるを得ない。
　なお，被告Ｃは，本人尋問において，Ｌから，「Ｈは一次問屋であるから，今現
在の仕入先からよりも安く酒類の仕入れができる。」と説明されたと述べ，また，
Ｈは一次問屋でありながら，二次問屋であるＲ等よりも見積書上の酒類の納品価格
が高いのを見て，当初の話と違うと思ったとも述べて，Ｌから，Ｆの各店舗の酒類
の仕入先が問屋すなわち酒類卸売業者であることを前提としても，Ｈから仕入れた
方が安い価格で酒類を仕入れられる旨の説明を受けていたかのような供述をしてい
る。
　しかしながら，被告Ｃの陳述書（乙１６）及び本人尋問によっても，Ｌが，被告
Ｃに，Ｆの各店舗の従来の仕入先が二次問屋である旨を述べたことがあったとは認
められず，むしろ，証人Ｋ，同Ｉの各証言等によれば，被告ＣがＬと交渉に入る以
前，被告Ｂ，Ｋ，Ｉにおいては，Ｆの各店舗の従来の仕入先は酒類の小売店である
ことを前提として話をしていたこと，Ｉは，Ｆの各店舗の仕入先にＲがあることを
知らなかったこと，Ｌは，Ｉから仕事を引き継ぎ，被告ＢらとＩが話しをするのに
同席したこともあったこと，Ｌは，被告らから，本件各契約締結前に，Ｆの各店舗
の酒類の仕入先がどこであるかを具体的に聞かされていなかったことが認められ，
これらの事実からは，Ｌも，Ｉや被告Ｂ，Ｋ同様，Ｆの各店舗の従来の仕入先は酒
類の小売業者である
と考えていたと推認できる。よって，仮に，Ｌが被告Ｃに対し「Ｈは一次問屋であ
るから，今現在の仕入先からよりも安く酒類の仕入れができる」旨述べたことがあ
ったとしても，Ｌは，「今現在の仕入先」が酒類の小売業者であることを前提とし
た上で，「Ｈは一次問屋であるから，今現在の仕入先からよりも安く仕入れができ
る」旨を述べたものであると推認できる。よって，被告Ｃの，上記供述によって
も，上記の重過失の認定が覆るものではない。
　以上のとおり，被告らには，仕入価格について錯誤に陥ったことについて重大な
過失が認められる。
・　争点・について
ア　被告らの，詐欺取消しに関する主張は，いずれも，人証調べ及びその後の和解
勧試の後，弁論終結が予定されていた口頭弁論期日において始めて主張されたもの
であって，時機に後れて提出した攻撃防御方法であり，訴訟の完結を遅延させるも
のであるから，これを却下する。
イ　なお付言すれば，被告らの詐欺取消しの主張のうち，欺罔行為・に関しては，
上記・ア・で認定したとおり，被告らは，酒類販売業免許の内容に
ついて錯誤に陥ったために本件各契約締結の意思表示をしたとは認められないか
ら，欺罔行為・によって錯誤に陥ったために被告らが本件各契約締結の意思表示を
したという関係も認められない。また，本件全証拠に照らしても，Ｉら原告従業員
が，被告Ａにおいて酒類の外販が可能な酒類販売業免許が取得できるとは限らない
ことを知りながら，故意に被告らを欺罔して錯誤に陥れようとして虚偽の事実を述
べたとは認めることができない。よって，被告らの欺罔行為・に関する主張は理由
がない。
　被告らの詐欺取消しの主張のうち，欺罔行為・に関する主張については，上記・
で認定したとおり，Ｉら原告の従業員は，被告ＢやＫらの話や態度から，Ｆの各店
舗は酒類小売業者から酒類を仕入れているものと考え，そのことを前提として，Ｈ
は卸売業者であるから小売業者である従来の仕入先からよりも安く酒類をＧ安城店
に販売することができる旨を述べたものであるから，Ｉらの説明内容自体には虚偽
はなく，同人らに被告らを錯誤に陥れようとする故意も認められないから，欺罔行
為があったとは認められない。よって，被告らの欺罔行為・に関する主張も理由が
ない。
・　争点・について



ア　被告らの信義則違反及び権利濫用に関する主張は，いずれも，人証調べ及びそ
の後の和解勧試の後，弁論終結が予定されていた口頭弁論期日において始めて主張
されたものであって，時機に後れて提出した攻撃防御方法であり，訴訟の完結を遅
延させるものであるから，これを却下する。
イ　なお付言すれば，被告らの信義則違反及び権利濫用の主張のうち，原告には被
告らに対し酒類の外販が可能な酒類販売業免許が取得できる旨の説明をしたという
点で説明義務違反，情報提供義務違反があるという主張については，そもそも，上
記・ア・で認定したとおり，被告らは，取得した
酒類販売業免許が店頭販売に限定された免許であることを意に介さずに酒類の外販
を行い続け，かつ，１年５か月にわたってＧ安城店を営業し，原告との間で本件加
盟基本契約に基づく権利義務関係を継続してきたのであるから，原告が被告らに対
し，本件各契約締結前に，取得できる酒類販売業免許に店頭販売に限る旨の条件が
付される可能性があることを説明していなかったとしても，そのことゆえに，原告
が被告らに対し本件加盟基本契約に基づいて解約精算金を請求することが，信義誠
実の原則に反する，あるいは，権利濫用に当たると言うことはできない。よって，
被告らの主張には理由がない。
　　被告らの，原告には酒の仕入価格について虚偽の説明をしたという点で説明義
務違反，情報提供義務違反があるという主張については，上記・で認定したとお
り，ＨがＲ等と比べて大幅に安い価格でＧ安城店に酒類を納品できなかったのは，
Ｒ等が酒類の卸売業者でもあったためであり，被告らが，Ｈから安い価格でＧ安城
店が酒類を仕入れることができるという錯誤に陥ったのは，被告ＢやＫがＦの各店
舗の仕入先が，Ｒを含めて全て酒類の小売業者であると考え，かつ，Ｒ等具体的な
仕入先の名をＩら原告従業員に明かしていなかったためであるから，原告にはこの
点について説明義務違反，情報提供義務違反はなく，被告らの主張には理由がな
い。
　　被告らの，原告が被告らに示したＧ安城店の売上げ及び収益の予測がずさんな
ものであったという主張については，証拠（甲２３，２４，証人Ｏ）及び弁論の全
趣旨によれば，原告が被告らに交付した利益試算表の内容は，一応合理的な根拠に
基づくものであると認められる上，被告らが，原告がＧ安城店の売上げ等を試算す
るに当たって考慮すべきであったと主張する事由は，いずれも，本件各契約締結前
の交渉当時において，被告らが原告に対し指摘することが可能であった事由であ
り，被告らにおいて，原告から試算の根拠を聞いた上，被告らが試算上考慮すべき
と主張するそれら諸点を加味して独自に検討するか，あるいは，被告らにおいて，
安城ＥやＧ安城店に関する情報を原告に提供するなどした上，原告に対し，被告ら
が主張する諸点も考慮
して売上げ等の試算をしてくれるよう依頼するなどしていればよかったものであ
り，その程度のことは被告らにおいては容易にできたと考えられる。しかるに，被
告らは，上記・イで認定したとおり，利益試算表を原告から受け取った際，同試算
表の試算の根拠は何かを原告に尋ねることもなく，半田のＭを経営した経験から同
試算表の数字ならば採算が合うだろうと思うなどしただけで，売上げや利益の試算
についてそれ以上の検討を加えることをしていなかったというのである。そもそも
Ｇ安城店のコンビニエンスストアとしての売上げや利益等の予測についてこの程度
の関心しか有していなかった被告らのために，原告において，被告らが主張するよ
うな諸点についてまで検討し，売上げや利益の試算を行うべき信義則上の義務など
存しない。よって，こ
の点についても被告らの主張は理由がない。　
・　したがって，争点・について判断するまでもなく，原告の請求には理由があ
る。
・　以上の次第で，原告の請求には理由があるからこれを認容し，主文のとおり判
決する。

　　　　　名古屋地方裁判所民事第１０部

　　　　　　　　　　　　裁　判　官　　　山　下　　美　和　子　


